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（主な記事はホームページ＝https://www.aba-j.or.jp＝にも掲載しています）

本自動車会議所は、表彰制度「クルマ・社会・パー
トナーシップ大賞」（CSP大賞）の募集を開始し

ました。募集期間は11月20日（月）までの約２カ月半で
す。今後、応募いただいた取り組みは、選考委員会（委員
長：鎌田実 東京大学名誉教授・日本自動車研究所所長）
による審査を経て、2024年１月上旬に受賞者を公表し、
２月上旬をめどに都内会場にて表彰式を行う予定です。
　当会議所は2021年９月、自動車関係の総合団体として、
自動車業界で働く550万の人々と自動車ユーザーによる
さまざまな貢献に「ありがとう」と感謝を伝え、それぞ
れの素晴らしい取り組みが世の中に広がっていく一助に
なればとの思いから本賞を創設しました。
　第３回となる今回も引き続き、経済産業省、国土交通
省、日本自動車連盟（JAF）、全日本自動車産業労働組
合総連合会（自動車総連）からご後援をいただき、本賞
の趣旨に沿って実施してまいります。これまで大賞に、
第１回は茨城県境町の「地域住民の手による自動運転バ
ス社会実装の取り組み」が、第２回は十勝バス（北海道
帯広市）の「地域のコミュニティづくりをベースとした
アナログ重視型MaaS 実装の諸活動」が受賞されてい
ます。 ＝募集概要は２ページに掲載＝

日

♢ ♢ 主 な 内 容 ♢ ♢
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▪第３回「クルマ・社会・パートナーシップ大賞」募集概要
▪第２回被害者保護増進等事業に関する検討会開催
▪関係省の2024年度税制改正要望
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▪自動車税制改革フォーラムが４年ぶりに街頭活動を再開
▪第293回会員研修会開催
▪「JAPAN MOBILITY SHOW 2023」オンラインでチケット販売開始
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募集概要などを掲載したパンフレット
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２回被害者保護増進等事業に関する検討会（座
長：藤田友敬教授＜東京大学大学院法学政治学

研究科＞）」が８月４日、国土交通省においてオンライ
ン併用で開催され、日本自動車会議所の加藤憲治保険特
別委員長が委員として出席しました。本検討会は、改正
自賠法（本年４月から施行）において、事故被害者支援・
事故防止対策が「被害者保護増進等事業」として法定化
されたことを受けて設置。主に被害者保護増進等計画の
策定とその効果検証等を行うことになっています。
　会議の中で、藤田座長からは「当会議は、被害者等支
援、事故防止、効果検証が直接の検討項目ですが、繰り
戻しの問題も含め、自賠責制度のあり方について幅広く
ご意見を伺う場としても活用することが合意されており
ます。それを前提に、これまで設置されていた『今後の
自動車損害賠償保障制度のあり方に係る懇談会』は発展
的に解消となりました」との説明がありました。
　加藤保険特別委員長からは、無車検車や電動キックボ
ードの自賠責漏れに関する課題を指摘する意見が出され
ました。その他の委員からの主な意見等は以下の通りです。
＜主な委員意見および事務局回答＞
〇金子晃浩委員
　（全日本自動車産業労働組合総連合会会長）
　被害者保護増進等事業を検討するにあたり、これまで
別の場でも論議をしておりました自賠特会から一般会計
に貸し出された約5,880億円がいまだに未返済というこ
とについては、引き続きあらゆる場で主張をしていきた
い。税金ではなく自動車ユーザーからの保険料を原資と
した賦課金をどう効率的に意義のある使い方をするかを
議論するのが本検討会の主旨だと認識しています。そう
いった意味で、使い方については、しっかり客観的に精
査をしていく必要があると申し上げたい。
　その観点から「高齢者の免許返納の促進に向けた対策」
について、目的・必要性にもあるとおり、誰もが安心し
て享受できる社会の実現に寄与することができるという
意味では事業そのものは必要だと思っております。ただ、
すでに多くの自治体では、補助金を適用したような事業
が多く展開されていると認識しております。ユーザーの
保険料からなる賦課金をさらに上乗せをすることが必要
なのかどうか検討いただければと思います。
〇国土交通省事務局回答：
　自動車局保障制度参事官室・出口まきゆ参事官
　繰り戻しにつきましては、まだ約6,000億円が一般会

「第

計にあるという状況であり、全額の繰り戻しに向けて、
着実に繰り戻しを求めていきたいと思っております。引
き続きご指導よろしくお願い申し上げます。
　個別の事業については、従前より財源はユーザーから
いただいているお金であるということを踏まえて考える
べきとのご指摘を頂戴しており、事故防止に資するもの
であるという観点からも効果的に事業を実施していけれ
ばと考えております。
〇藤田座長まとめ
　本日の議題である、被害者保護増進事業の効果検証、
これ自体については事務局の評価結果について特に異論
はなかったものと理解しております。加えて、個々の施
策や自賠責制度一般についていただいた様々なご意見に
ついては、事務局において今年度の予算の執行、来年度
の要求において適切に対応していただければと思いま
す。今後も本制度に関する様々なご意見をお寄せいただ
ければと思います。

髙橋 幹氏（元当会議所副会長、元日本バス協会会長）
　元当会議所副会長で元日本バス協会会長の高橋幹（たか
はし・みき）氏が７月16日、逝去されました。81歳でした。
高橋氏は神奈川中央交通で社長、会長を歴任、2012年６月
～2016年６月まで日本バス協会会長、2013年６月～2016年
６月まで当会議所副会長を務められました。

◆◇◆◇◆
市野 紀生氏（元日本ガス協会会長）
　元日本ガス協会会長の市野紀生（いちの・のりお）氏が
７月19日、逝去されました。82歳でした。市野氏は東京ガ
スで社長、会長を歴任、2009年６月～2010年６月まで日本
ガス協会会長を務められました。

◆◇◆◇◆
植村 裕之氏（元三井住友海上火災保険社長）
　元三井住友海上火災保険社長の植村裕之氏（うえむら・
ひろゆき）氏が８月７日、逝去されました。81歳でした。
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　2024年度（令和６年度）予算概算要求に伴う関係
３省の税制改正要望が出揃いました。
　経済産業省では、昨年12月に取りまとめられた与
党税制改正大綱を踏まえ、自動車関係諸税について
「公平・中立・簡素な課税のあり方について、中長
期的な視点に立って検討を行う」としています。短
期・中期的には、環境性能の良い車への買替え促進
や、取得時の負担の軽減による電動車の普及促進な
どに取り組みながら、国内市場活性化やカーボンニ
ュートラル実現を図っていき、長期的な目標である
「新たなモビリティ社会の姿を踏まえた抜本的見直
し」につなげていくことにしています。
　国土交通省も同様に、大綱を踏まえ「自動車関係
諸税の課税のあり方の検討」を行うほか、いわゆる
「物流の2024年問題」に対応するため、「物流総合
効率化法の認定計画に基づき取得した倉庫用建物等
の事業用資産に係る所要の措置」などを要望。また、
「ノンステップバスやUDタクシー等のバリアフリ
ー車両に係る特例措置の延長に加え、今回は対象の
拡充も要望しています。
　環境省では引き続き「税制全体のグリーン化の推
進」を掲げ、「揮発油税等について、グリーン化の
観点から『当分の間税率』を維持する」としていま
す。
　関係省の2024年度税制改正要望（自動車関係項目
の抜粋）は次の通り。
■経済産業省
◇自動車関係諸税のあり方の検討
（自動車重量税、自動車税、軽自動車税）
　自動車関係諸税について、「2050年カーボンニュ
ートラル」目標の実現に積極的に貢献するものとす
るとともに、自動車の枠を超えたモビリティ産業の

発展に伴う経済的・社会的な受益者の広がりや保有
から利用への移行等を踏まえつつ、受益と負担の関
係も含め、公平・中立・簡素な課税のあり方につい
て、中長期的な視点に立って検討を行う。

≪検討の方向性≫
　令和５年度税制大綱を踏まえ、下記のような論点
について、骨太な検討を引き続き進める。
【短期・中期】
◎市場の活性化、カーボンニュートラルの実現に向

けた取組の加速
　自動車業界の世界的な競争の激化に対峙する中、
カーボンニュートラル実現に加え、新たなモビリテ
ィ社会の早期実現に向けた国内市場の活性化策を早
期に検討
　　カーボンニュートラル実現に向けた取組の促進

や国内市場の活性化のため、環境性能の良い車
への買替え促進

　　取得時の負担の軽減：電動車の普及を促進する
とともに、国内市場を活性化

　　保有課税全体の環境性能化：車両の低炭素化の
技術進化を促すとともに、新陳代謝による国内
市場の活性化

【長期】
◎「新たなモビリティ社会」の姿を踏まえた見直し
　新たなモビリティ社会の姿を踏まえた抜本的見直
しとして、受益と負担の関係も含め、課税のあり方
の見直しを検討
　　「新たな社会」における変化の具体化（保有か

ら利用への変化、モビリティの多様化を受けた
受益者の広がり、GX／DX技術の普及状況等）

　　これを踏まえた課税体系の抜本見直し（受益の
広がりを踏まえた課税体系の見直し等）
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■国土交通省
◇物流総合効率化法の認定計画に基づき取得した倉

庫用建物等の事業用資産に係る所要の措置
【事項要望】

　物流分野の「2024年問題」等の社会情勢の急激な
変化に的確に対応できるよう、サプライチェーンの
結節点として重要な役割を果たす倉庫が物流総合効
率化法の認定計画に基づき取得した倉庫用建物等の
事業用資産に係る特例措置に係る所要の措置を講ず
る。
◇ノンステップバスやUDタクシー等のバリアフリ

ー車両に係る特例措置の拡充・延長
〔自動車重量税・自動車税（環境性能割）〕

　高齢者や障害者等の利便性・安全性の向上を図る
ため、バリアフリー車両（ノンステップバス、リフ
ト付きバス、ユニバーサルデザインタクシー）に係
る自動車重量税の特例措置を２年間延長する。
　加えて、ユニバーサルデザインタクシーについて、
新たな認定レベル（レベル準１）を創設し、特例措
置の対象を拡充する。（自動車重量税：２年間、自
動車税（環境性能割）：１年間）
◇軽油引取税の課税免除の特例措置の延長（倉庫業

及び鉄道貨物利用運送事業の用途）〔軽油引取税〕
　倉庫業者及び鉄道貨物利用運送事業者等が事業に
使用するフォークリフト等の動力源の用途に供する
軽油にかかる軽油引取税の課税免除の特例措置を３
年間延長する。
◇自動車関係諸税の課税のあり方の検討【事項要望】

　令和５年度与党税制改正大綱の検討事項を踏ま
え、以下所要の検討を行う。
○　日本の自動車戦略やインフラ整備の長期展望を

踏まえるとともに、「2050年カーボンニュートラ
ル」目標の実現に向けた積極的な貢献、モビリテ
ィ産業の発展に伴う経済的・社会的な受益者の広
がりや保有から利用への移行、地域公共交通への
ニーズの高まり等を踏まえつつ、国・地方を通じ
た財源を安定的に確保していくことを前提に、受
益と負担の関係も含め、公平・中立・簡素な課税
のあり方について、中長期的な視点に立って検討
を行う。

■環境省
（地球温暖化対策）
〇税制全体のグリーン化

　平成24年10月から施行されている「地球温暖化
対策のための税」を着実に実施し、省エネルギー
対策、再生可能エネルギー普及、化石燃料のクリ
ーン化・効率化などのエネルギー起源二酸化炭素
排出抑制の諸施策に充当する。また、揮発油税等
について、グリーン化の観点から「当分の間税率」
を維持する。

（自動車環境対策）
〇　地球温暖化対策・公害対策の一層の推進、汚染

者負担の性格を踏まえた公害健康被害者補償のた
めの安定財源確保の観点から、車体課税の一層の
グリーン化を推進する。

（日本自動車会議所まとめ）

　日本自動車連盟（JAF）をはじめ自動車関係21団
体で構成する「自動車税制改革フォーラム」は８月
３日、東京・港区のJR田町駅前で自動車ユーザー
の税負担軽減を訴える街頭活動を行いました。新型
コロナウイルス感染症の影響で実施を見送ってき
た街頭活動が行われるのは４年ぶりです。当日は、
JAFが自動車ユーザーを対象に８月20日まで実施し
ていた「自動車税制に関するアンケート調査」実施
期間の真っ最中。例年、街頭活動は秋に行っていま
したが、前倒ししてアンケートへの協力も呼びかけ

ました。４年ぶりに再開された街頭活動は、今秋か
ら全国で本格的に展開される予定です。
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　日本自動車会議所は８月３日、東京都港区の日本
自動車会館で「第293回会員研修会」を開催し、公
益財団法人 交通事故総合分析センター（ITARDA）
主任研究員の木内透氏が、「マクロデータによる電
動キックボードの事故分析」をテーマに講演しまし
た。リモートも併用し、計約60名に参加いただきま
した。
　講演では、手軽な超小型モビリティとして普及が

進む「電動キックボード」が７月
の改正道路交通法施行により、16
歳以上であれば免許不要で運転可
能になったことなどを受け、「電
動キックボードが関与する交通事
故の増加が予想され、事故増加抑
止や被害軽減対策に役立つ分析が

必要」と強調しました。
　その上で、各種データや動画を交えて、飲酒運転
や努力義務のヘルメット非着用など日本での直近の
事故事例の状況を詳しく解説し、2022年には電動キ
ックボード事故が53件に上ったと指摘しました。
　欧州での電動キックボードを取り巻く実情も取り
上げ、「パリでは住民投票を踏まえ、電動キックボ
ードのシェアリングが８月末で廃止され、ドイツで
は、交通事故分析機関VUFOが事故例調査を開始し
ている」などと紹介しました。

木内 透氏

　東京ビッグサイト（江東区・有明）を中心に、10
月26日（木）～11月５日（日）まで開催される「JAPAN 
MOBILITY SHOW 2023（ジャパンモビリティショ
ー）」のチケット販売が８月30日から開始されまし
た。来場者の多様な要望に応えるため、割安のアフ
ター４チケットや、通常より早く入場できるアーリ
ーエントリーチケット、一般公開日前の10月27日
（金）に先行体験できるプレビューデーチケットな
ど数種類のチケットがご用意されています。チケッ
トはオンライン販売のみとなり、会場での取り扱い

はありません。高校生以下は無料です。
　主催者の日本自動車工業会では、「自動車業界の
枠を超えて、他産業やスタートアップ、来場される
お客さまを含め、日本の未来を新しい仲間と一緒
に創っていくショー」であるとして、自動車業界
だけではないオールインダストリーによる「Tokyo 
Future Tour（東京フューチャーツアー）」などさ
まざまなコンテンツやイベントを企画しています。
詳細は次のURLからアクセスしてご覧ください。
https://www.japan-mobility-show.com/
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一般社団法人 日本自動車工業会
一般社団法人 日本自動車部品工業会
一般社団法人 日本自動車車体工業会
一般社団法人 日本自動車タイヤ協会
一般社団法人 日本自動車販売協会連合会
い す ゞ 自 動 車 販 売 店 協 会
ト ヨ タ 自 動 車 販 売 店 協 会
日 産 自 動 車 販 売 協 会
Ｕ  Ｄ  ト ラ ッ ク ス 販 売 協 会
日 野 自 動 車 販 売 店 協 会
三 菱 自 動 車 販 売 協 会
三菱ふそうトラック・バス販売協会
全 国 ス バ ル 自 動 車 販 売 協 会
ダ イ ハ ツ 自 動 車 販 売 協 会
全 国 マ ツ ダ 販 売 店 協 会
ス ズ キ 自 動 車 販 売 店 協 会
ホ ン ダ 自 動 車 販 売 店 協 会
一般社団法人 全国軽自動車協会連合会
日 本 自 動 車 輸 入 組 合
一般社団法人 日本中古自動車販売協会連合会
一般社団法人 日本自動車整備振興会連合会
一般社団法人 日本自動車機械工具協会
公益社団法人 全日本トラック協会

公益社団法人 全 国 通 運 連 盟
公益社団法人 日 本 バ ス 協 会
一般社団法人 全国ハイヤー・タクシー連合会
一般社団法人 全国自家用自動車協会
一般社団法人 日本損害保険協会
石 油 連 盟
一般社団法人 全日本指定自動車教習所協会連合会
一般社団法人 全国自動車標板協議会
一般財団法人 自動車検査登録情報協会
一般社団法人 全国レンタカー協会
一般社団法人 日本自動車リース協会連合会
一般財団法人 日本モーターサイクルスポーツ協会
一般社団法人 自動車公正取引協議会
全国自動車検査登録印紙売捌人協議会
一般財団法人 関東陸運振興センター
一般社団法人 東京都トラック協会
一般社団法人 神奈川県トラック協会
一般社団法人 日本道路建設業協会
一般社団法人 日 本 ゴ ム 工 業 会
一般社団法人 日 本 塗 料 工 業 会
一般社団法人 板 硝 子 協 会
日本自動車車体整備協同組合連合会
一般社団法人 日本交通科学学会

一般社団法人 日 本 陸 送 協 会
一般社団法人 日本二輪車普及安全協会
一般財団法人 日本自動車研究所
一般社団法人 日本自動車機械器具工業会
特 定 非 営 利 活 動 法 人 ITS Japan
公益社団法人 自 動 車 技 術 会
公益財団法人 自動車リサイクル促進センター
一般社団法人 日 本 ガ ス 協 会
一般社団法人 日本自動車運行管理協会
一般社団法人 日本自動車用品・部品アフターマーケット振興会
一般社団法人 自動車再資源化協力機構
一般社団法人 自動車用品小売業協会
一般社団法人 日本オートオークション協議会
日 本 中 古 車 輸 出 業 協 同 組 合
全国オートバイ協同組合連合会
一般社団法人 日中投資促進機構
一般財団法人 日本自動車査定協会
一般財団法人 全日本交通安全協会
公益財団法人 日本自動車教育振興財団
一般社団法人 日本鉄リサイクル工業会
全日本自動車部品卸商協同組合
一般社団法人 日本自動車購入協会
一般社団法人 青森県自動車団体連合会

一般社団法人 岩手県自動車会議所
一般社団法人 宮城県自動車会議所
一般財団法人 秋田県全自動車協会
山 形 県 自 動 車 団 体 連 合 会
一般財団法人 福島県自動車会議所
東 京 都 自 動 車 会 議 所
一般社団法人 神奈川県自動車会議所
一般社団法人 静岡県自動車会議所
一般社団法人 愛知県自動車会議所
一般社団法人 岐阜県自動車会議所
一般社団法人 三重県自動車会議所
一般社団法人 富山県自動車会議所
一般社団法人 石川県自動車会議所
一般社団法人 福井県自動車会議所
一般社団法人 大阪自動車会議所
一般社団法人 徳島県自動車会議所
一般社団法人 香川県自動車会議所
愛 媛 県 自 動 車 会 議 所
高 知 県 自 動 車 会 議 所
一般財団法人 大分県自動車会議所

（ほかに企業会員73、推薦会員１）

業心理学や人間工学の隣接領域」と感じていました。
　私事ですが、そもそも理系の「機械か電気」に憧れ
た者が当時の受験の中で文系へ転向し、それでも想い
断ち難く「理系っぽい分野」として「人間工学」に関
心を持ったところから始まった、との思いです。
　当時は（日本の当時の自動車史的なことを考えても）
まだまだマイナーな分野と言わざるを得なかったよう
ですが、それでも関西では交通科学研究会が活動して
おり、また筆者の師匠は自らも属する「日本交通心理
学会」の存在を教えてくれました（現在の筆者のもう
一つの所属でもあります）。
　2017年に日本交通心理学会より企画・刊行された
「交通心理学入門」というテキストの内容を紹介（各
章題を列記）しますと、
ドライバーの応答特性／交通事故の心理学的問題／運
転適性／交通教育心理学／交通発達心理学／交通カウ
ンセリング／コーチング／交通リスク心理学／交通社
会心理学
　といったように「人間の特性と運転行動、それに関
連する教育（免許未取得の子どもの交通教育関連を含
め）や指導、交通社会のコミュニケーション行動等々」
と、話題は多岐にわたります。
　それだけ「人が車に乗ること」は “大イベント” な
のかもしれません。

　次号では、自動車交通と心理学の「過去からの経緯
と現在」などについて、今少し述べてみたいと思います。

日本自動車会議所会員（2023年９月15日現在）＝団体会員89、順不同＝

　本連載での筆者の肩書は「日
本交通科学学会（理事）」です
が、この学会は1962年（昭和37
年）創立の「日本交通医学協議
会」に端を発します。医学領域

だけでなく、人間・交通・自動車・道路工学や交通行
政、法学など各分野の専門家や医師が交通安全の問題
に取り組む体制とするため、1965年に「社団法人　日
本交通科学協議会（略称：交科協）」と名称変更し、
長きにわたって活動してきました。公益法人制度改革
もあり、現在の「一般社団法人　日本交通科学学会」
に改称したのは2013年のことです。
　知る限り、交科協時代から一貫した特徴として「医
工（近年では医理工とも）連携」を標榜しており、医学・
工学等の研究者と実務者の交流の場となっています。
筆者は医者でも工学（いわゆる理系）でもなく、大学
では心理学を専攻しました。しかも研究者生活でもな
い立場ですが、いわゆる文系なれど扱う対象が人間な
ので医学的（特に人体の仕組みや特性など）な基礎に
触れたり、隣接領域に「人間工学」があったりと、こ
の会の活動内容に関心を抱き「勉強させてもらおう」
と志して以来、30年近くの歳月が流れました。
　ところで「心理学」では、自動車交通はどういう扱
いなのでしょうか。
　筆者の拙い知識では、心理学は「基礎と応用」、ま
た「実験と臨床」といった大別となり、学生だった
1980年代前半頃だと自動車運転等は「応用心理学、産

ドライバーのココロ（前編）
（一社）日本交通科学学会理事　吉村俊哉
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